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 令和５年度庁議報告事項 

 第９回庁議（２０２３年８月２２日）      総務部ＤＸ推進室情報システム課 

                             

【件名】 

 新たな電子申請サービスの導入について 

 

【要旨】 

 区は、行政手続のオンライン化を更に進めるため、申請者が利用しやすく、職員が簡易

に申請フォームを作成できる電子申請サービスの導入に向け、民間事業者が提供する電子

申請サービスの実証実験を行ってきた。 

この度、実証実験の結果を踏まえ、新たな電子申請サービスを導入することとしたので、

以下のとおり報告する。 

 

１ 実証実験の実施結果 

（１）概要 

ア 実施期間 

令和 5年 1月～7月 

イ 検証した民間電子申請サービス 

LoGo フォーム（株式会社トラストバンク） 

（２）実施結果 

下記ア～ウの視点に基づき実施した検証の結果は以下のとおり。 

ア 申請者が利用しやすいか 

LoGo フォームは、申請者にとってわかりやすく、使いやすいサービスであった。 

イ 職員が簡易かつ迅速に申請フォームを作成できるか 

LoGo フォームは、職員が直感的かつ簡易に申請フォームを作成することができる

サービスであった。さらに、現行の東京電子自治体共同運営電子申請サービス（以

下「現行サービス」という）よりも申請フォームの作成から公開までにかかる日数

を大幅に削減できることを確認した。 

ウ 公的個人認証サービスや電子決済サービスへの対応が可能か 

LoGo フォームは、スマートフォンにも対応した公的個人認証サービス、クレジット

カード及び二次元コードによる電子決済サービスに対応可能であることを確認した。 

 

２ 新たな電子申請サービスの導入 

（１）東京都による新たな電子申請サービスの提供 

東京都は、令和 5年 10 月から、現行サービスの拡張サービスとして、新たな電子申

請サービス（以下「新サービス」という）を自治体に提供する予定である（令和 6年

度末までは追加の費用は発生しない）。 

（２）新サービスの導入 
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都が提供する予定の新サービスについては、都内の自治体に仕様書が公開されてお

り、区が実証実験を行った LoGo フォームと同等の機能を有することを確認した。 

よって、令和 5年 10 月から、新サービスを区の汎用的な電子申請サービスとして導

入することとする。 

（３）新サービスを利用した手続の拡充 

現行サービスで提供している手続は、令和5年10月より順次、新サービスへ移行し、

準備が整った手続から電子申請の受付を開始する。 

なお、現行サービスから新サービスへの移行は、令和 6年度中の完了を目指す。 

また、スマートフォンで利用可能な公的個人認証に対応した手続の作成を令和 5年

度中に、クレジットカード及び二次元コードによる電子決済に対応した手続の作成を

令和 6年度中にそれぞれ開始するなどし、申請者の利便性の向上を図る。 

 

３ 今後の電子申請サービスの運用 

行政手続のオンライン化にあたっては、それぞれの特性を踏まえ、区民のニーズや内

部事務のフローに適した電子申請サービスを選定していくこととする。 

（１）新サービス 

区の汎用的な電子申請サービスとして位置づけ、基本的な手続のオンライン化は新

サービスにより行う。 

（２）ぴったりサービス 

国が整備するマイナポータルで利用できる電子申請サービス。国が全国で共通の申

請様式を公開した手続については、原則としてぴったりサービスを利用することとする。 

（３）LINE 

電子申請機能を有するプッシュ型通知サービス。子育て情報などプッシュ通知とあ

わせて電子申請を行うことで区民サービスが向上する手続のオンライン化に利用する

こととする。  
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４ 今後のスケジュール（予定） 

令和 5年 10 月 新サービスの導入 

令和 5年度中  新サービスによる公的個人認証に対応した手続の作成開始 

令和 6年度中  新サービスによる電子決済に対応した手続の作成開始 

         現行サービスから新サービスへの移行完了 

 

 

 


